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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の配線用窪みにめっき金属を充填するための基板めっき装置において、
　基板上に初期膜を無電解めっきで形成する無電解めっき槽と、
　前記初期膜を給電層として電解めっきを行い前記窪みをめっき金属で充填する電解めっ
き槽と、
　前記無電解めっき槽と前記電解めっき槽の間で基板を移送するハンドを備えた搬送ロボ
ットを有し、
　前記無電解めっき槽と前記電解めっき槽は、共に基板を内部に保持する処理容器本体の
上下に上部ヘッダと下部ヘッダを備え、前記下部ヘッダにめっき液を供給することで前記
処理容器本体の内部に保持した基板の被めっき面にめっき液の前記上部ヘッダに向かう平
行流れを形成する密閉・平行流型の処理槽から構成されていることを特徴とする基板めっ
き装置。
【請求項２】
　前記電解めっき後の基板の仕上げの洗浄と乾燥を行う水洗・乾燥装置を更に有すること
を特徴とする請求項１記載の基板めっき装置。
【請求項３】
　基板を受け渡す際の仮置きに用いられる仮置きステージを更に有することを特徴とする
請求項１または２記載の基板めっき装置。
【請求項４】
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　基板の表面を活性化させる活性化処理槽と、該活性化された基板の表面に触媒を付与す
る触媒付与槽を更に有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の基板めっ
き装置。
【請求項５】
　前記電解めっきに使用する電解めっき液のＣｕＳＯ４・５Ｈ２Ｏの濃度が１００～１５
０ｇ／ｌ、Ｈ２ＳＯ４の濃度が１００～１５０ｇ／ｌであることを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかに記載の基板めっき装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、基板めっき装置に係り、特に半導体基板に形成された配線用窪み等に銅やそ
の合金等の配線形成用金属を充填するための基板めっき装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、半導体基板上に配線回路を形成するためには、基板面上にスパッタリング等を用い
てＡｌ又はＡｌ合金の成膜を行った後、さらにレジスト等のパターンマスクを用いたケミ
カルドライエッチングにより膜の不要部分を除去していた。しかしながら、集積度が高く
なるにつれて配線が細くなり、電流密度が増加して熱応力や温度上昇を生じるため、スト
レスマイグレーションやエレクトロマイグレーションによってＡｌ又はＡｌ合金が希薄化
して、ついには断線のおそれが生じる。
【０００３】
そこで、より低抵抗で信頼性の高い銅が配線材料として注目されているが、従来のＡｌ配
線のように成膜してからパターニングし、エッチングにより配線を形成することは困難で
ある。そこで、配線用の溝を予め形成し、化学気相成長（ＣＶＤ）、スパッタやめっきな
どの手法で溝の中を埋め込み、その後表面の余分な銅を化学機械研摩（ＣＭＰ）等で除去
して溝配線を形成するダマシン配線が試みられている。
【０００４】
この中でも、めっきは、他のプロセスに比べてプロセスコストが安い、純度の高い銅材料
が得られる、基板へのダメージの少ない低温プロセスが可能となるなどの特徴があり、注
目されている。めっき方法としては、主に化学的プロセスで行なう無電解めっきと、電気
化学的なプロセスである電解めっきとがあり、一般的に電解めっきの方が効率的である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、銅は酸化又は腐食しやすく、さらにはＳｉＯ2中へ拡散しやすいという性質が
あるので、これらを防ぐために、基材の配線箇所を、通常、ＴｉＮ，ＴａＮ，ＷＮなどの
金属窒化物で構成されるバリア層で覆ってから配線を形成する。このバリア層のシート抵
抗値はめっき液の抵抗値に比べ桁違いに大きいため、基板全面にわたってバリア層に均一
な電解めっきをすることは難しかった。
【０００６】
そこで、従来は、バリア層上にスパッタ又はＣＶＤで銅のシード層を形成しておき、その
上に電解銅めっきを行い、微細窪みへの埋め込みをしている。しかしながら、スパッタは
微細窪みの壁への均一な成膜が困難であり、ＣＶＤは膜に不純物が含まれてしまうという
問題がある。さらに、デザインルールが０．１８μｍ程度からさらには０．１０μｍと微
細化すると、窪み内に厚さ０．０２～０．０５μｍのシード層を形成する寸法的余裕もな
くなってくる。
【０００７】
一方、無電解めっきでは微細窪みの側壁や底面からめっき層が等方位成長するので、側壁
から成長した金属が窪みの入口を覆ってしまうことにより内部にボイドが形成されやすい
という不具合が有った。また、無電解めっきのめっきレートは電解めっきに比べて約１／
１０と遅く、効率が悪い。
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【０００８】
　この発明は、簡単な工程で、半導体基板に形成された微細窪みにボイドや汚染の少ない
めっき金属を効率良く充填して、配線を行なうことができる基板めっき装置を提供するこ
とを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、半導体基板の配線用窪みにめっき金属を充填するための基板
めっき装置において、基板上に初期膜を無電解めっきで形成する無電解めっき槽と、前記
初期膜を給電層として電解めっきを行い前記窪みをめっき金属で充填する電解めっき槽と
、前記無電解めっき槽と前記電解めっき槽の間で基板を移送するハンドを備えた搬送ロボ
ットを有し、前記無電解めっき槽と前記電解めっき槽は、共に基板を内部に保持する処理
容器本体の上下に上部ヘッダと下部ヘッダを備え、前記下部ヘッダにめっき液を供給する
ことで前記処理容器本体の内部に保持した基板の被めっき面にめっき液の前記上部ヘッダ
に向かう平行流れを形成する密閉・平行流型の処理槽から構成されていることを特徴とす
る基板めっき装置である。
【００１３】
これにより、無電解めっきを行なって初期膜（シード層）の形成を行い、さらに、この初
期膜を給電層として電解めっきを行って基板の窪みを充填するので、一連のめっきプロセ
スの中で、スパッタやＣＶＤを用いることなく、電気抵抗値の高いバリア層を有するよう
な窪みの内部に、効率良くかつボイドの無い配線用金属の充填を行なうことができる。無
電解めっき槽と電解めっき槽は、装置の隔壁で仕切られた同一スペース内の近接した場所
に配置するのが好ましい。
【００１４】
また、無電解めっき槽と、電解めっき槽に加え、基板の移送手段が配置されているので、
基板の移送の際の表面状態の変化を抑制しつつ次の工程に進むことができる。すなわち、
無電解めっき槽と電解めっき槽及び必要な洗浄槽は互いに近傍に配置しておき、めっきや
洗浄処理後の基板の表面を大気に曝さずに移送できるようにするのが好ましい。あるいは
、移送手段自体にそのような機能を設けてもよい。
【００１５】
　同一処理槽に、基板上に初期膜を無電解めっきで形成するための無電解めっき液を供給
する無電解めっき液供給流路と、前記初期膜を給電層として電解めっきを行い前記窪みを
充填する電解めっき液を供給する電解めっき液供給流路とを択一的に切り換え可能に設け
るようにしてもよい。
【００１６】
これにより、無電解めっきを行なって初期膜（シード層）の形成を行い、さらに、この初
期膜を給電層として電解めっきを行って基板の窪みを充填するので、一連のめっきプロセ
スの中で、スパッタやＣＶＤを用いることなく、電気抵抗値の高いバリア層を有するよう
な窪みの内部に、効率良くかつボイドの無い配線用金属の充填を行なうことができる。同
一処理槽で、基板上に初期膜を形成する無電解めっき工程と、窪みを充填する電解めっき
工程を順次行えるので、基板の搬送の手間や装置が不要であり、また、それによる基板の
表面状態の変質等を防止することができる。さらに、基板を洗浄する洗浄液を供給する洗
浄液供給流路を設けて、同一処理槽内で洗浄工程を行なうようにしてもよい。
【００１７】
　前記無電解めっき槽と前記電解めっき槽を、共に密閉・平行流型の処理槽で構成するこ
とより、小さい空間であってもめっき液を高速で基板面に沿って流すことができるので、
充分なめっき液の流動性を確保して効率よくめっき処理を行なうことができる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、前記電解めっき後の基板の仕上げの洗浄と乾燥を行う水洗・
乾燥装置を更に有することを特徴とする請求項１記載の基板めっき装置である。
　請求項３に記載の発明は、基板を受け渡す際の仮置きに用いられる仮置きステージを更
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に有することを特徴とする請求項１又は２記載の基板めっき装置である。
　請求項４に記載の発明は、基板の表面を活性化させる活性化処理槽と、該活性化された
基板の表面に触媒を付与する触媒付与槽を更に有することを特徴とする請求項１乃至３の
いずれかに記載の基板めっき装置である。
【００１９】
　請求項５に記載の発明は、前記電解めっきに使用する電解めっき液のＣｕＳＯ４・５Ｈ

２Ｏの濃度が１００～１５０ｇ／ｌ、Ｈ２ＳＯ４の濃度が１００～１５０ｇ／ｌであるこ
とを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の基板めっき装置である。レベリング性
の良い電解めっき液を使用することで、ボイドのない充填が可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の１つの実施の形態を説明する。このめっき装置は、図１
に示すように、矩形の設置床１０上に配置され、一端側の清浄ゾーン１３には、ロード・
アンロードユニット１４ａ，１４ｂ、めっき処理後の後処理を行う２基の水洗・乾燥装置
６０が配置され、これらの間に基板の搬送を行う搬送装置（第１の搬送ロボット）６１が
設けられている。他端側の汚染ゾーン１２内には、中央にレール上を走行可能な第２の搬
送ロボット６２が配置され、この第２の搬送ロボットの一方の側に、めっきの際の活性化
剤となるＳｎＣｌ2液槽１６、水洗槽１７、無電解めっきの際の触媒となるＰｄＣｌ2液槽
１８、水洗槽１９が順次配置され、他方の側に、無電解めっき槽２０、水洗槽２１、電解
めっき槽２２、水洗槽２３が順次配置されている。なお、水洗槽１７，１９，２１，２３
は必要に応じて設ければ良い。
【００２１】
これらの処理槽１６～２３は、基本的にいずれも同じ形状、同じ構造を有しており、図２
に示すように、内側に処理室５２を形成する凹部５０ａを有する矩形板状の処理容器本体
５０と、この処理容器本体５０の前面開口部を開閉自在に覆う蓋体５１とを有する。処理
容器本体５０の周縁部には、蓋体５１を密着させて閉じた時に外部との水密性を確保する
ためのパッキン５３が装着されている。一方、蓋体５１は、裏面側に基板Ｗを着脱自在に
保持する保持部が設けられ、また保持部における基板Ｗの有無を検出するセンサ（図示せ
ず）が設けられている。
【００２２】
電解めっきを行なう処理槽（電解めっき槽）２２においては、処理容器本体５０の凹部５
０ａの底部に、平板状の陽極電極（アノード）５４が処理室５２と平行に取付けられ、こ
の凹部５０ａの開口端には、内部に基板Ｗのめっき面の電場を調整するための開口５５ａ
を設けた誘電体からなる遮蔽板５５が配置されている。他の処理槽には、陽極電極５４や
遮蔽板５５は配置されていない。
【００２３】
　各処理容器本体５０の上下には、上部ヘッダ５６と下部ヘッダ５７が取付けられ、これ
らの上部ヘッダ５６及び下部ヘッダ５７は処理室５２と多数の通孔５６ａ，５７ａを介し
てそれぞれ連通している。これによって、例えば、下部ヘッダ５７から上部ヘッダ５６に
処理液を供給することにより、図３に示すように、基板の被めっき面に沿った平行流れを
形成することができる。図４に示すように、処理槽１６～２３の下側には貯液槽３１と循
環ポンプ３２を有する処理液循環装置３３が設けられ、その供給配管３４及び戻り配管３
５が下部ヘッダ５７及び上部ヘッダ５６に接続されている。
【００２４】
めっき処理槽２０，２２では、上述したように、処理槽が密閉・平行流型であるので、小
さい空間であってもめっき液を高速で基板面に沿って流すことができ、充分なめっき液の
流動性を確保して効率よくめっき処理を行なうことができる。また、処理槽１６～２３を
縦に配置することにより、めっき等の処理の際の基板Ｗの微細窪み内の気泡を抜け易くし
て、めっき反応及び処理速度の均一性を高めるとともに、処理槽１６～２３の占有面積を
小さくして処理槽の効率的な配置を可能にしている。
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【００２５】
搬送ロボット６２は、この例では、先端に開閉自在なハンド６４を備えた複数のアーム６
３を有する６軸ロボットが使用されている（図５参照）。ハンド６４の内面には、複数の
コマ６５が回転自在に支持されている。清浄ゾーン１３内には、複数の支持台を有する仮
置きステージ６７が設けられ、これは清浄ゾーン１３と汚染ゾーン１２の間で基板Ｗを受
け渡す際の仮置きのために用いられる。
【００２６】
次に、上記のように構成しためっき装置によるめっき処理の工程を、図６及び図７を参照
して説明する。まず、ロード・アンロードユニット１４ａ，１４ｂに保持された基板Ｗを
第１の搬送ロボット６１により取り出し、仮置きステージ６７に置く。第２の搬送ロボッ
ト６２は、これを汚染ゾーン１２に取り込み、必要である場合には、活性化処理槽１６の
処理容器５０に収容し、ＳｎＣｌ2等の活性化剤を含む処理液によって活性化処理を行な
う。次に、基板Ｗを隣接する水洗槽１７に運んで水洗し、さらに触媒付与槽１８で触媒付
与処理を行なう。
【００２７】
この過程では、活性化処理槽１６において活性化剤からのイオンＳｎ2+が基板Ｗの表面に
吸着され、このイオンは触媒付与槽１８において酸化されてＳｎ4+になり、逆にＰｄ2+は
還元されて金属Ｐｄとなって基板Ｗの表面に析出して、次の無電解めっき工程の触媒とな
る。この過程は、Ｐｄ／Ｓｎコロイドの１液キャタリストを用いて行なうこともできる。
なお、以上のような触媒付与工程は、この実施の形態のように本装置の一部である活性化
処理槽１６と触媒付与槽１８で行なうこともできるが、別の装置で行ってから基板Ｗを移
送してもよい。また、該半導体基板に存在する窪み内表面の材質、状態によっては、前述
の活性化処理及び／又は触媒付与処理を省略できる場合がある。
【００２８】
第２の搬送ロボット６２は、基板Ｗをさらに無電解めっき槽２０に運び、ここで所定の還
元剤と所定のめっき液を用いて無電解めっき処理を行なう。これにより、図７（ａ），（
ｂ）に示すように、バリア層４０の内面に無電解めっき層４１が形成される。この場合、
固液界面で還元剤の分解によって生じた電子が、基板表面の触媒を経由してＣｕ2+に与え
られ、金属Ｃｕとして触媒上に析出して銅膜層４１を形成する。なお、この触媒としては
、Ｐｄ以外にも、遷移金属である、Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ａｇ等を用いることができ
る。
【００２９】
次に、搬送ロボットによりこれを電解めっき槽２２に移動して、無電解めっきで形成した
銅膜層４１に電極を接続し、所定のめっき液で電解めっきを行ない、図７（ｃ），（ｄ）
に示すように、窪み４２を電解めっき金属４３で充填する。
【００３０】
電解めっきが終わった後に、第２の搬送ロボットにより基板を取り出し、水洗槽に運んで
水洗し、第２の仮置きステージ８５に載せる。第１の搬送ロボット６１はこれを保持して
水洗・乾燥装置６０に運び、仕上げの洗浄と乾燥を行い、ロード・アンロードユニット１
４ａ，１４ｂへ戻す。基板は後にＣＭＰ（化学機械的研摩装置）に搬送されて、化学機械
的研摩工程により表面の余剰なめっき金属が除去される。
【００３１】
　図８は、他のめっき装置を示すもので、先の実施の形態と同じ縦型の処理槽２４に、そ
れぞれ異なる処理液（無電解銅めっき液、洗浄用水、電解銅めっき液）を循環供給する処
理液循環装置３３ａ，３３ｂ，３３ｃが切換弁３６ａ～３６ｃ，３７ａ～３７ｃにより切
換可能に設けられている。処理槽２４は、電解めっきが可能なように処理容器本体５０に
陽極電極（アノード）５４と遮蔽板５５を備えたタイプである。
【００３２】
　この例では、例えば、無電解めっきが終了すると、液を貯液槽３１ａに戻し、一旦、水
洗循環槽ポンプ３２ｂを起動し、水洗水を処理槽２４に導いた後に電解めっき液の貯液槽
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３１ｃより電解めっき液を処理槽２４に導入する。電解めっきが終わったときも同様にし
て洗浄に移行する。これにより、めっき液が互いに混合するような不都合を排除すること
ができる。この例では、同一の処理槽２４内で基板Ｗを移動させることなく、処理液を入
れ換えるだけで、無電解銅めっき、洗浄、電解銅めっき、洗浄等の処理を連続的に行うこ
とができるので、先の実施の形態に比べて槽の数が少なくて済み、槽間移動用の搬送ロボ
ットも省略でき、設置床も小さくて済む。また、搬送時間を省けるのでスループットも向
上する。
【００３３】
図９は、同一処理液で無電解めっきと電解めっきの連続処理を行う処理槽２５を示す。処
理槽２５は、図８と同様に電解めっきが可能なタイプである。この装置では、無電解めっ
きを行った後に、そのまま、０．２Ａ／ｄｍ2以下の微少電流を通電して電解めっきを行
う。この場合、めっき液は無電解めっき液を使用するが、半導体基板を汚染しないように
、無電解めっきのｐＨ調整剤として通常用いられるＮａＯＨやＫＯＨに替えて、ＴＭＡＨ
を使用する。これは、メチル基を含む有機アルカリ薬剤である。また、従来多用されてき
たホルマリンなどの分解しやすい還元剤は避ける必要がある。
【００３４】
従来、プリント基板のスルーホールめっきには、Ｃｕ濃度の低い、ハイスロー浴（ＣｕＳ
Ｏ4・５Ｈ2Ｏ　１０～８０ｇ／ｌ）を使用して電着均一性を良くしている。しかし、半導
体基板のトレンチや、ビアホール内のめっきでは、ボイドを発生させないように、電着均
一性と同時にレベリング性も要求される。さらに、ハイスロー浴では、めっき液の流れの
影響を受けやすいので、濃度を高めた中～高濃度のめっき液を用いて流れの影響を受けに
くくすることが望まれる。
【００３５】
上記を前提条件として種々検討を行った結果、従来用いられている、電着均一性に優れた
ＣｕＳＯ4・５Ｈ2Ｏ　低濃度浴　１５～８０ｇ／ｌ（ハイスロー浴）、又はレベリング性
に優れたＣｕＳＯ4・５Ｈ2Ｏ　高濃度浴　１５０～２２０ｇ／ｌ（装飾浴）のいずれでも
ない、ＣｕＳＯ4・５Ｈ2Ｏが１００～１５０ｇ／ｌの中濃度浴が半導体基板ダマシーンめ
っきプロセス用の無電解・電解兼用のめっき液として望ましいことが分かった。
【００３６】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明によれば、無電解めっきを行なってバリア層上に初期膜
（シード層）の形成を行い、さらに、この初期膜を給電層として電解めっきを行って基板
の窪みを充填するので、一連のめっきプロセスの中で、スパッタやＣＶＤを用いることな
く、電気抵抗値の高いバリア層を有するような窪みの内部に、効率良くかつボイドの無い
配線用金属の充填を行なうことができる。従って、簡単な工程で、半導体基板に形成され
た微細窪みにボイドや汚染の少ないめっき金属を効率良く充填して、配線を形成すること
ができる基板めっき装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施の形態のめっき装置の平面図である。
【図２】図１のめっき装置の処理槽を示す側面図である。
【図３】図２の処理槽のＡ－Ａ矢視図である。
【図４】図１のめっき装置の処理槽と処理液の循環流路を示す図である。
【図５】図１のめっき装置の側面図である。
【図６】図１のめっき装置の処理工程を示すフロー図である。
【図７】基板の窪みにめっきがされる工程を示す図である。
【図８】　他のめっき装置の処理槽と処理液の循環流路を示す図である。
【図９】　更に他のめっき装置の処理槽と処理液の循環流路を示す図である。
【符号の説明】
１０　　設置床
１２　　汚染ゾーン
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１３　　清浄ゾーン
１６，１８　　前処理槽
１７，１９，２１，２３　　洗浄槽
２０　　無電解めっき槽
２２　　電解めっき槽
２４，２５　　共用処理槽
５０　　処理容器本体
５０ａ　　凹部
５１　　蓋体
５２　　処理室
５３　　パッキン
５４　　陽極電極
５５　　遮蔽板
５５ａ　　開口
５６　　上部ヘッダ
５７　　下部ヘッダ
５６ａ，５７ａ　　通孔
６０　　水洗・乾燥装置
６１，６２　　搬送ロボット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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